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名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

※1 8

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

四
、

二
、
一
二

四
、

　
　
二
、
一
二

　
　
　
（
予
）

四
、

　
三
、
二
七

可
　
　
決

四
、

　
三
、
二
七

可
　
決

四
、

二
、
一
二

四
、

　
　
三
、
　
五

可
　
決

四
、

　
　
三
、
　
六

可
　
　
決

※２　１

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の

財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
一
四

二
、
一
八

　
（
予
）

　
三
、
二
七

可
　
　
決

　
三
、
二
七

可
　
決

二
、
一
八

　
三
、
二
六

可
　
決

　
　
三
、
二
六

可
　
決

7 6

一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
及
び
行
政
機
関
の
休
日
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

"

三
、
一
八

三
、
一
八

　
（
予
）

　
三
、
二
七

可
　
決

　
三
、
二
七

可
　
決

三
、
一
八

　
　
三
、
二
六

可
　
決

　
　
三
、
二
六

可
　
決



　
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
八
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
恩
給
年
額
及
び
各
種

加
算
額
を
増
額
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
恩
給
受
給
者
に
対
す
る
処
遇
の
適
正

な
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
恩
給
年
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
仮
定
俸
給
年
額
を
、
平
成
四

　
年
四
月
分
以
降
、
三
・
八
四
％
引
き
上
げ
る
。

二
、
普
通
恩
給
及
び
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
を
、
平
成
四
年
四
月
分
以

　
降
、
三
・
八
四
％
引
き
上
げ
る
。

三
、
公
務
関
係
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
を
、
平
成
四
年
四
月
分
以
降
、
三
・

　
八
四
％
引
き
上
げ
る
。
ま
た
、
公
務
関
係
扶
助
料
に
係
る
遺
族
加
算
の
年

　
額
を
、
同
月
分
以
降
、
十
一
万
九
千
四
百
円
（
現
行
十
一
万
四
千
七
百

　
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

四
、
傷
病
恩
給
の
基
本
年
額
を
、
平
成
四
年
四
月
分
以
降
、
三
・
八
四
％
引

　
き
上
げ
る
。

五
、
増
加
恩
給
又
は
第
一
款
症
以
上
の
特
例
傷
病
恩
給
受
給
者
の
扶
養
家
族

　
の
う
ち
、
二
人
ま
で
に
係
る
加
給
の
年
額
を
、
平
成
四
年
四
月
分
以
降
、

　
一
人
に
つ
き
六
万
六
千
円
（
現
行
五
万
四
千
円
）
に
引
き
上
げ
る
と
と
も

　
に
、
妻
が
な
い
場
合
の
一
人
に
係
る
加
給
の
年
額
を
、
同
月
分
以
降
、
十

　
三
万
二
千
円
（
現
行
十
二
万
六
千
円
）
に
引
き
上
げ
る
。
ま
た
、
公
務
関

　
係
扶
助
料
受
給
者
の
扶
養
遺
族
の
う
ち
、
二
人
ま
で
に
係
る
加
給
の
年
額

　
を
、
同
月
分
以
降
、
一
人
に
つ
き
六
万
六
千
円
（
現
行
五
万
四
千
円
）
に

　
引
き
上
げ
る
。

六
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
基
本
年
額
を
、
平
成
四
年
四
月
分
以
降
、
三

　
・
八
四
％
引
き
上
げ
る
。
ま
た
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
に
係
る
遺
族
加

　
算
の
年
額
を
、
同
月
分
以
降
、
七
万
二
千
八
百
五
十
円
（
現
行
六
万
八
千

　
三
百
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

七
、
普
通
扶
助
料
に
係
る
寡
婦
加
算
の
年
額
を
、
平
成
四
年
四
月
分
以
降
、

　
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
を
二
人
以
上
有
す
る
妻
に
あ
っ
て
は
二
十
四
万
四
千

　
二
百
円
（
現
行
二
十
三
万
六
千
三
百
円
）
に
、
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
を
一

　
人
有
す
る
妻
及
び
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
を
有
し
な
い
六
十
歳
以
上
の
妻
に

　
あ
っ
て
は
十
三
万
九
千
五
百
円
（
現
行
十
三
万
五
千
円
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ

　
引
き
上
げ
る
。

八
、
本
法
律
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
等

に
か
ん
が
み
、
恩
給
受
給
者
に
対
す
る
処
遇
の
適
正
な
改
善
を
図
る
た
め
、



恩
給
年
額
及
び
各
種
恩
給
の
最
低
保
証
額
を
本
年
四
月
分
か
ら
三
・
八
四
％

引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
寡
婦
加
算
及
び
遺
族
加
算
並
び
に
扶
養
加
給
に
つ

い
て
も
、
そ
の
額
を
本
年
四
月
分
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
恩
給
欠
格
者
問
題
、
恩
給
法
の
国
籍
条
項
見

直
し
問
題
、
恩
給
改
定
に
お
け
る
総
合
勘
案
方
式
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
、

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
六
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。

　
次
に
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
の
う

ち
平
成
四
年
度
以
降
に
お
い
て
も
引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
を
継
続
し
て
講
ず

る
た
め
、
現
行
法
の
有
効
期
限
を
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
五
年
間
延

長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
機
関
の
休
日

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
昨
年
八
月
の
週
休
二
日
制

等
に
つ
い
て
の
人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
完
全
週

休
二
日
制
を
実
施
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
土
曜
日
は
勤
務
を
要
し
な
い
日
と

す
る
と
と
も
に
、
行
政
機
関
の
休
日
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
今
後
の
地
域

改
善
対
策
に
関
す
る
政
府
の
基
本
方
針
、
継
続
実
施
す
る
特
例
事
業
の
内

容
、
国
家
公
務
員
の
完
全
週
休
二
日
制
の
実
施
時
期
及
び
実
施
に
当
た
っ
て

対
処
す
べ
き
課
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
改
正
案
に

対
し
、
日
本
共
産
党
の
吉
川
理
事
よ
り
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
つ
い

て
は
平
成
三
年
度
末
ま
で
に
認
定
・
着
手
し
た
事
業
に
限
定
し
て
継
続
す
る

等
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
順
次
採
決
の
結
果
、
吉
川
理
事
提
出
の
修
正
案
は
否
決
さ
れ
、

地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
改
正
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
一
般
職
職
員
給
与
法
及
び
行
政
機
関
休
日
法
改
正
案
は
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



　
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

　
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
一
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
平
成
三
年
度
以
前
の
事
業
の
実
施
状
況
等
に
か
ん
が
み
、

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
の
う
ち
平
成
四
年
度
以
降
に
お
い
て
も
引
き
続
き

実
施
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
円
滑
か

つ
迅
速
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
当
該
事
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
特
別
の
助

成
等
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
を
継
続
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
平
成
四
年
度
以
降
に
お
い
て
も
引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
が
特
に
必
要

　
と
認
め
ら
れ
る
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に

　
つ
い
て
は
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置

　
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限
を
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
五
年
延
長

　
す
る
。

二
、
そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

三
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
前
ペ
ー
ジ
参
照

　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
機
関
の
休
日
に
関

　
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
六
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
人
事
院
の
国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
平
成
三
年
八
月
七
日

付
け
の
週
休
二
日
制
等
に
つ
い
て
の
勧
告
を
踏
ま
え
、
一
般
職
の
国
家
公
務

員
の
完
全
週
休
二
日
制
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
す
べ
て
の
土
曜
日
は
、
勤
務
を
要
し
な
い
日
と
し
、
勤
務
時
間
は
月
曜

　
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
割
振
り
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二
、
す
べ
て
の
土
曜
日
は
、
行
政
機
関
の
休
日
と
し
、
行
政
機
関
の
執
務

　
は
、
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政

　
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
前
ペ
ー
ジ
参
照




